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関係住民等からの意見聴取方法



◆河川整備計画策定に向けたスケジュール
土岐川・庄内川流域委員会 地域懇談会（総称） 行政連絡会議

第１回流域委員会（Ｈ15.3.3） ■ オープンハウス ■ 行政連絡会議

Ｈ15.3.12～（8/9～） Ｈ15.2.24～(H16.2.4～)

■ 車座集会

第８回流域委員会（Ｈ17.8.30） Ｈ16.1.16～

■ 市民意見交換会

Ｈ15.9.20～

H17.11.18

■ 流域懇話集会（６回） ■ 行政連絡会議

（上流・中流・下流）

■ オープンハウス（資料配付）

H18年12月

第１２回　流域委員会 ■ 公聴会（流域全体） ■ 行政連絡会議

第１３回　流域委員会 ■ パブリックコメント

H19年3月

H19年5月

第１４回　流域委員会 ■ 住民への周知 ■ 行政連絡会議

・オープンハウス等 （流域首長サミット等）

河川整備計画・素案〔原案づくり〕

河川整備計画・原案〔本文形式〕

河川整備計画の案

～

　第　９回流域委員会（H18.1.17)
　第１０回流域委員会（H18.6.23）
　第１１回流域委員会（H18.9.27）

河川整備計画

平成19年5月頃策定予定

河川整備計画

平成19年5月頃策定予定

河川整備基本方針

平成17年11月18日策定

河川整備基本方針

平成17年11月18日策定

【任意の意見聴取】

●流域懇話集会

●コレプロレポートVol.２

●インターネット（HP）

【任意の意見聴取】

●流域懇話集会

●コレプロレポートVol.２

●インターネット（HP）

【河川法に基づく意見聴取】

●公聴会

●パブリックコメント

●オープンハウス

【河川法に基づく意見聴取】

●公聴会

●パブリックコメント

●オープンハウス



【任意の手続き】

庄内川水系河川整備計画の原案づくりに際しての
関係住民等からの意見聴取



◆流域住民等からの意見聴取

流域住民から幅広くご意見を頂くために、・・・

■流域住民等からの意見聴取方法

　●流域懇話集会による意見聴取

　●「コレカラプロジェクトレポートVol.2」による意見聴取

　●インターネット（ホームページ）による意見聴取

■意見聴取等のツール

　●コレカラプロジェクトレポートVol.２

　　　配布場所；庄内川河川事務所、流域市町広報窓口等

　●オープンハウス

　●インターネット



◆流域懇話集会による意見聴取

　具体化してきた河川整備計画の原案づくりのため、更に幅広く流域住民の方々
などのご意見等を伺うことを目的に、流域懇話集会を開催します。
　流域懇話集会については、流域住民の方々から幅広くご意見を頂くため、上流
域、中流域、下流域の３箇所において、平日の夜と日曜日の午前中の２回実施
する予定。

開催場所；上流域、中流域、下流域の３箇所

開催日時；平日の夜、日曜日の午前中

平成１８年１０月　５日 （木） １８：００ ～ ２０：００ 中川区生涯学習センター（中川区）

平成１８年１０月　８日 （日） １０：００ ～ １２：００ 清須市庄内川水防センター（清須市）

平成１８年１０月１５日 （日） 　９：３０ ～ １１：３０ 南部ふれあいセンター（春日井市）

平成１８年１０月１６日 （月） １８：００ ～ ２０：００ 守山区生涯学習センター（守山区）

平成１８年１０月１８日 （水） １９：００ ～ ２１：００ セラトピア土岐（土岐市）

平成１８年１０月２２日 （日） 　９：３０ ～ １１：３０ 多治見市産業文化センター（多治見市）

開　催　場　所

下流域

中流域

上流域

開　催　日　時



◆流域懇話集会による意見聴取

流域懇話集会の実施方法　～中立的な進行役であるファシリテーターを導入～
　①全体での説明
　　河川整備計画（案）について、説明
　②小グループでの質問や意見出し
　　理解できない点や疑問な点などを、小グループで対話
　③各グループからの発表
　　各グループで出された質問や疑問などを全体で共有化　
　④全体での質疑応答
　　出された質問や疑問について、説明や解説を行う

会場のイメージ

●小グループ方式のねらい
　・参加者全員が意見を述べることができること
　・小グループの方が発言しやすいこと
　・グループワークを通じて同じ意見の主旨はと
　　りまとめられること
　・発表を通して意見を共有化できること



◆コレカラプロジェクトレポートVol.２による意見聴取

　コレカラプロジェクトレポートVol.２は、「庄内川水系河川整備計画【直轄管理区
間】」の原案づくりにあたり、現状の課題やその課題を解決するための目標、その
目標を実現化するための整備内容（メニュー）を分かりやすく示したものであり、流
域委員会での討議結果や流域住民、流域自治体のご意見やご提案を受けて作
成したものです。コレカラプロジェクトレポートVol.２の巻末に『意見ハガキ』を添付
し、流域住民の方々等より意見聴取を行います。

河川整備計画

原案の検討へ

※河川整備計画
原案の検討のス
テップを皆さんか
らのご意見を伺い
ながら計画検討
を進めます。流域自治体の意見

流域住民
の意見

河川整備計画の
原案づくりにあたっ
て河川整備計上
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討議結果

Vol.２

意見募集ハガキ



◆インターネット（ホームページ）による意見聴取

　現状の課題やその課題を解決するための目標、その目標を実現化するための
整備内容（メニュー）を分かりやすく示した「コレカラプロジェクトレポートVol.２」と
同様の内容のものを庄内川河川事務所のホームページに掲載し、流域住民の方々
等より、インターネットによる意見聴取を行います。

庄内川河川事務所のホームページ



◆流域懇話集会の開催など、流域住民等への周知方法

流域住民から幅広くご意見を頂くため、様々な手法により周知

■流域懇話集会の開催など、流域住民等への周知方法

　●中日新聞への掲載

　　　中日新聞（全域版）に、流域懇話集会の開催案内等を掲載　

　●沿川市町広報誌への掲載、チラシの回覧など

　　　沿川市町の広報誌（10月号）に、流域懇話集会の開催案内等を掲載
　　　　沿川市町の自治会等の回覧に合わせて、流域懇話集会の開催チラシを回覧

　●流域市町広報窓口でのチラシ配布

　　　流域市町の広報窓口において、流域懇話集会の開催チラシを配架

　●ホームページ等への掲載

　　　庄内川河川事務所のホームページに、流域懇話集会の開催案内を掲載
　　　　「土岐川庄内川だよりVol.70」に、流域懇話集会の開催案内を掲載

　●オープンハウスによるチラシ配布

　　　オープンハウスにおいて、流域懇話集会の開催チラシを配布



◆オープンハウスによる告知

　オープンハウスは、流域住民の方々に、河川整備計画づくりの進捗状況
にあわせた情報提供を行うとともに、河川整備に関する課題やニーズを把
握するため、人々の多く集まるショッピングセンターなどでパネル展示や
意見募集などを行う場として開催しています。
　今回のオープンハウスは、流域懇話集会の開催に合わせて、その事前告
知も兼ね、ご協力いただけた上流域、中流域、下流域のＳＣにおいて、土
曜日、日曜日の２日間にわたって実施します。

平成１８年　９月３０日 （土）

平成１８年１０月　１日 （日）

平成１８年１０月　７日 （土）

平成１８年１０月　８日 （日）

平成１８年１０月１４日 （土）

平成１８年１０月１５日 （日）

開　催　場　所

下流域

中流域

上流域

開　催　日

アルテ西枇杷島店
（清須市）

ジャスコ守山店
（名古屋市守山区）

サンテラス多治見
（多治見市）

オープンハウスの様子



【河川法に基づく手続き】

庄内川水系河川整備計画の原案に対する
関係住民等からの意見聴取

■河川法第１６条の２
　●第３項
　　　河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合
　　
　　において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を
　　有する者の意見を聴かなければならない。
　●第４項
　　　河川管理者は、前項に規定する場合において必要がある
　　と認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映さ
　　せるために必要な措置を講じなければならない。



◆河川法に基づく関係住民等からの意見聴取

関係住民から幅広くご意見を頂くために、・・・

■関係住民等からの意見聴取方法

　●公聴会による意見聴取

　●パブリックコメント（インターネット）による意見聴取

　●オープンハウスによる意見聴取

■意見聴取等のツール

　●河川整備計画（原案）

　　　配布場所；庄内川河川事務所、流域市町広報窓口等

　●オープンハウス

　●インターネット（ホームページ）



◆公聴会による意見聴取【法手続き】

■公聴会
　　・庄内川水系河川整備計画の原案に対する公述人の意見　
　

　　　発表による意見聴取。

　　・広く流域住民から公述人を募集するため、ホームページ、地

　　　方自治体広報誌、チラシの配架等を通じて、一般公募。

　　　　定　　　員　：　８名程度（意見発表＠１５分程度）

　　　　開催場所　：　流域全体で１箇所

　　　　概ねのスケジュール　：
　　　　　　　１２月中旬　河川整備計画の原案を公表

　　　　　　　１２月中旬　公聴会開催案内告知、公述人募集開始

　　　　　　　　１月中旬　公述人の選定

　　　　　　　　１月下旬　「公聴会」の開催

　　　　　　　　２月下旬　意見の反映結果

　　　　　　　　３月上旬　「河川整備計画案」の公表



◆パブリックコメントによる意見聴取【法手続き】

■パブリックコメント（意見提出手続き）
　　・「行政手続法」によらない、河川整備計画の原案に対する

　　　任意の意見公募による意見聴取。

　　・公聴会に足を運べない人にも意見を述べる機会を提供。

　　意見公募方法：

　　　　ホームページに河川整備計画の原案を掲載し、インター

　　　　ネットにより意見を公募

　　概ねのスケジュール　：
　　　　　　１２月中旬　ＨＰにより河川整備計画の原案を公表、意見公募開始

　　　　　　　１月下旬　意見公募の締切り

　　　　　　　２月下旬　公募した意見の反映結果を公表

　　　　　　　３月上旬　「河川整備計画案」の公表



◆オープンハウスによる意見聴取【法手続き】

■オープンハウス
　　・ショッピングセンター等の会場で、河川整備計画の原案を説

　　　明し、意見聴取。同時に、河川整備計画（原案）を配布し、

　　　意見募集ハガキやホームページ等により意見聴取。

　　・公聴会に足を運べない人、インターネット環境を有していない

　　　人にも意見を述べる機会を提供。

　　開催場所：沿川のショッピングセンター

　　概ねのスケジュール　：
　　　　　１月上旬～下旬　流域内のＳＣにおいて、週末にオープンハウスを開催

　　　　　２月下旬　意見の反映結果を公表

　　　　　３月上旬　「河川整備計画案」の公表


